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廃石膏ボードの取り扱いについて 

震災対応ネットワーク（廃棄物・し尿等分野） 

（取り纏め：国立環境研究所） 

 

１．概要 

 これまで，廃石膏ボードは産業廃棄物として適正に処理，再利用されてきたところであ

るが，震災時であっても適正な処理を推進することを目的に，既通知事項であるヒ素，カ

ドミウム，アスベストを含有した石膏ボードの取り扱いについてとりまとめた。 

 なお，上記の有害物質を含まない廃石膏ボードについても分別収集し，適正に処理する

ことが必要である。 

 

２．現場での見分け方 

・廃石膏ボードに含まれる有害物質の現場簡易測定法等が研究開発されているものの，

明確な簡易法は存在しないことから，従来通り，製造番号での分別を行う必要がある。 

・ヒ素・カドミウム含有の石膏ボードについては別添資料 1 に，アスベスト含有の石膏

ボードについては別添資料 2 を参考のこと。 

 

３．処理方法 

・当該廃石膏ボードは，通常の廃石膏ボードとは別にし，再資源化工程に混入しないよ

うに注意することが必要である。 

・アスベストが混入している廃石膏ボードは，環境省からの事務連絡（平成 23 年 3 月，

http://www.env.go.jp/jishin/saigai_ishiwata.pdf）にしたがって，非飛散性石綿含有廃

棄物として適正に処理すること。 

・ヒ素・カドミウムが混入している廃石膏ボードは，管理型処分場に埋立処分するか，

製造元の工場へ搬出すること。なお，製造元の工場へ搬出する場合，運搬費と処理委

託費を支払う必要がある。 

 

参考資料 

・社団法人石膏ボード工業会：石膏ボード製品におけるアスベストの含有について 

 http://www.gypsumboard-a.or.jp/asubesuto.pdf 

・国土交通省：廃石膏ボード現場分別解体マニュアル（試行版） 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/pdf/recyclehou/manual/sekkou_syousai.pdf 

・旧厚生省：廃石膏ボードの処理について（平成 9年 5月 29 日） 

 http://www.env.go.jp/recycle/kosei_press/h970529a.html 
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石 膏 ボ ー ド 製 品 に お け る ア ス ベ ス ト の 含 有 に つ い て 

 
社団法人 石膏ボード工業会 

 
１．現在の石膏ボード製品には、一切アスベストは使用されておりません。 
 
２．アスベストを含有していた製品の種類、時期、量 
１） 過去のごく一部の特殊製品（不燃積層石膏板等）にアスベストが使用されていたものがありま

した。対象製品は昭和４５年～昭和６１年までに製造されたものであり、この期間に製造され

た石膏ボード製品の１％弱であります。尚、上記対象製品は一般住宅ではほとんど使われてお

りません。 
２） 下記①～②の製品に約 1重量％、③～⑦の製品に約 1.5 重量％、※1 の製品に約 4.5 重量％、

※2の製品に約 1.5重量％含有しておりました。尚、使用されたアスベストは白石綿です。 
平成 18年 9月 1日付で改正石綿障害予防規則が施行され、アスベストの含有量 0.1％を超える
製品が対象となりましたが、同改正規則の対象となる石膏ボード製品については、従前と変更

ありません。 
製 品 名 防火材料認定番号 

①９㎜厚準不燃石膏吸音ボード 第 2006号、第 2019号 
②９㎜厚化粧石膏吸音ボード 第 2014号、第 2010号 
③７㎜厚アスベスト石膏積層板 第 1012号 
④９㎜厚アスベスト石膏積層板 第 1013号 
⑤９㎜厚グラスウール石膏積層板 第 1014号 
⑥９㎜厚不燃石膏積層板 第 1004号 
⑦７㎜厚準不燃アスベスト石膏積層板 第 2008号 
※1 １５㎜厚ガラス繊維網入り石膏ボード － 
※2 １２㎜厚化粧石膏板 （個）第 1425号 

   ※1・※2：判別方法は下記追記参照。 
 
３．判別方法 
   上記①～⑦の石膏ボード製品は、厚みと石膏ボード製品の裏面に表示されている製品名と防火

材料認定番号から判別することができます。 
４．アスベストを含有する石膏ボード製品は、特別管理産業廃棄物には該当しません。 
 参照法令 

１） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第２条の４第５号 
２） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第１条の２第７項 

５．解体時の留意点 
   解体現場では労働安全衛生関連法規を遵守して下さい。 
６．廃石膏ボードのリサイクルについて 
   上記アスベストを含む廃石膏ボード製品はリサイクルできませんので、管理型処分となります。 
 
追 記 
 ※1：吉野石膏㈱の昭和５２年～昭和６１年までの吉野耐火ウォール A又は Bに使用されておりま

した厚さが１５㎜でコア中に網の入った製品が該当します。但し、当該製品はボード裏面に JIS
マーク及び不燃材料認定マークが印刷されておりませんので、マークの印刷がないものが該当

します。 
 ※2：チヨダウーテ㈱の昭和５２年～昭和５６年までのエースボード R（エースウォール）    

(厚さ１２㎜)の製品が該当します。 
   当該製品は、表面が化粧柄印刷され、裏面に社名表示が千代田建材工業㈱で防火材料認定番号

が四角形で押印されています。 
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